
 

第 1回 今治市子ども・子育て会議 

 

             平成 25年 10月 31日（木）  午後 2時 30分～ 

       今治市総合福祉センター1階 会議室 

 

 

【会次第】 

 

１ 市長挨拶（代理：健康福祉部長 大成 和幸） 

 

 

２ 委員自己紹介 

 

 

３ 会長・副会長選出 

 

 

４ 資料説明 

 (1)子ども・子育て支援新制度と今後のスケジュールについて 

 (2)子ども・子育て支援事業におけるニーズ調査について 

  

 

５ 質疑応答 



(順不同・敬称略）

番号 区 分 役 職 名 氏 名

1 今治明徳短期大学幼児教育学科長 泉　浩徳

2 今治市小児科医会会長 松井　光

3
今治市民生・児童委員協議会主任児童委員部会部
長

三宅　育子

4 今治市社会福祉協議会地域福祉部長 御堂　和貴

5 今治市小・中学校長会会長 檜垣　秀孝

6 今治市・上島町保育協議会副会長 土井　圭子

7 今治私立幼稚園協会会長 森　　一男

8 今治市連合自治会会長 矢野　　学

9 今治市母子寡婦福祉連合会会長 清水　正惠

10 今治市青少年団体連絡協議会会長 村上　正親

11 今治市ＰＴＡ連合会会長 南條　高輝

12 今治市手をつなぐ育成会理事 河北　万里

13 今治商工会議所専務理事 高須　泰裕

14 あすなろ学園園長 梶原　淳一

15
いまばりファミリー・サポート・センター
（提供会員）

渡邊　美幸

16 公募委員 岡村　陽子

17 公募委員 西原　陽子

平成25年度 今治市子ども・子育て会議委員名簿

学識経験者

関係団体の
代表者

次世代育成支援に
意欲を有する者



 

１．新制度をめぐるこれまでの動き 

  

 

 

平成 27 年 4 月 1 日 子ども・子育て支援新制度の本格施行 

 

２．新制度の目的 

（１） 質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供 

（２） 保育の量的拡大・確保 

（３） 地域の子ども・子育て支援の充実 

 

３．新制度における主な取り組み 

（１） 幼児教育と保育を一体的に提供する「認定こども園」（幼保連携型・幼稚園型・保育所型・地

方裁量型）の充実を図ること 

（２） 待機児童が発生している地域での施設整備等を促進するほか、保育士の処遇等に関する改善

を図る事。 

（３） 「放課後児童クラブ」「一時保育」「延長保育」「病児保育」「地域子育て支援拠点事業」など

の事業拡充を図ること。 

平成 24 年 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 月 17 日 

3 月 30 日 

 

 

 

8 月 10 日 

8 月 22 日 

9 月 14 日 

11 月 19 日～ 

 社会保障・税一体改革大綱を閣議決定 

子ども・子育て新システム関連 3 法案を国会へ提出 

 

 

 

自公修正協議により、子ども・子育て関連 3 法が可決・成立 

子ども・子育て関連 3 法公布 

子ども・子育て支援新制度施行準備室設置 

国と市町村との懇談会における実務協議（全 5 回） 

平成 25 年 

 

 

 

 

 

 

 

1 月 

4 月 1 日  

4 月 26 日 

5 月 31 日 

6 月 21 日 

7 月  5 日  

7 月 26 日 

9 月 13 日 

10 月 3 日  

ﾘｰﾌﾚｯﾄ「おしえて！子ども・子育て支援新制度」作成〈別紙〉 

子ども・子育て会議設置 → 制度の詳細設計にかかる具体的な検討協議 

第 1 回子ども・子育て会議開催・・・会議の運営及び基本指針案等 

第 2 回子ども・子育て会議開催 

第 3 回子ども・子育て会議開催 

第 4 回子ども・子育て会議開催 

第 5 回子ども・子育て会議開催 

第 6 回子ども・子育て会議開催 

第 7 回子ども・子育て会議開催 

子ども・子育て新制度について 

子ども・子育て支援法 

認定こども園法の一部を改正する法律 

関係法律の整備等に関する法律（児童福祉法等の改正） 

基本指針案及び調査票イメージ等 

保育の必要性の認定等 

※詳しい内容については、子ども・子育て会議 HP アドレス参照 

 http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/kodomo_kosodate/index.html 



 

４．新制度の財源 

 「社会保障と税の一体改革」の中で、消費増税（平成 27 年 10 月から 10％へ引き上げ予定）によ

って、約 7,000 億円がこの新制度に充てられることとされ、このうち約 4,000 億円は施設整備の促

進など保育の「量」の拡大を図り、約 3,000 億円は保育士の処遇等に関する改善など保育の「質」

の向上を図ることとされています。 

 

５．今治市の対応（予定） 

平成 25 年 

 

 

 

 

6 月 

10 月 

 

12 月 

 

今治市子ども・子育て会議条例を 6 月定例市議会へ上程・可決 

今治市子ども・子育て会議の設置 → 以後、随時開催（2 回程度） 

子ども・子育て支援事業計画策定に向けたニーズ調査の実施 

ニーズ調査結果のとりまとめ → 県へ報告する必要あり 

 12 月定例市議会へ予算議案上程（新制度管理システム経費） 

平成 26 年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 月 

5 月～ 

 

9 月 

 

10 月～ 

 

 

 

 

12 月～ 

ニーズ調査結果報告書の作成 

ニーズ調査結果に基づく「子ども・子育て支援事業計画」策定業務の実施 

  → 以後、今治市子ども・子育て会議を随時開催（5 回程度） 

「子ども・子育て支援事業計画」中間とりまとめ 

 → 愛媛県へ報告、県計画を策定 

「子ども・子育て支援事業計画」に対応した事務作業 

●子ども・子育て支援事業の拡充に向けた準備作業 

  ●幼稚園との窓口統合に向けた実施体制整備 

  ●利用者負担の設定作業 

  ●新制度管理システムの導入に向けた事務作業など 

新年度入所児童の申込受付 

平成 27 年 1 月 

 

3 月 

4 月 

新年度入所児童の面接 → 保育の必要性の認定事務作業 

「子ども・子育て支援事業計画」策定 → 市政だより掲載等による広報周知 

新年度入所児童の決定・通知 

子ども・子育て支援新制度によるサービス開始 

 

６．今後の課題 

（１） 新制度への円滑な事務移行 

（２） 新制度管理システムの確実な運用 

（３） 利用者及び市民に対する適切な広報周知 



今治市子ども・子育て会議条例 

 

 （設置） 

第１条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第138条の４第３項及び子ども・子育て支援法（平成

24年法律第65号。以下「法」という。）第77条第１項の規定に基づき、今治市子ども・子育て会

議（以下「子育て会議」という。）を置く。 

 （所掌事務） 

第２条 子育て会議は、次に掲げる事項について審議する。 

 (１) 法第77条第１項各号に掲げる事項 

 (２) 次世代育成支援対策推進法（平成15年法律第120号）に規定する次世代育成支援対策の推

進に関する事項につき市長が必要があると認める事項 

 (３) 前２号に掲げるもののほか、市長が子育て支援上必要があると認める事項 

 （組織） 

第３条 子育て会議は、委員18人以内で組織する。 

２ 委員は、学識経験を有する者、関係団体の代表者その他子どもの育成及び子育て支援対策へ

の意欲を有する者のうちから、市長が委嘱する。 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前

任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

 （臨時委員） 

第５条 市長は、子育て会議に特別の事項を調査審議させるため必要があると認めるときは、臨

時委員を若干人置くことができる。 

２ 臨時委員は、市長が必要と認める者のうちから市長が委嘱する。 

３ 臨時委員の任期は、当該特別の事項に関する調査審議が終了するときまでとする。 

 （会長及び副会長） 

第６条 子育て会議に会長及び副会長１人を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。 

３ 会長は、子育て会議を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代

理する。 

 （会議） 



第７条 子育て会議の会議は、会長が招集する。 

２ 子育て会議は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。 

３ 子育て会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決す

るところによる。 

 （部会） 

第８条 子育て会議に、部会を置くことができる。 

２ 部会は、会長が指名する委員又は臨時委員をもって組織する。 

３ 部会に部会長を置き、会長が指名する者をもって充てる。 

４ 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、会長の指名する部会の委員がその職

務を代理する。 

５ 第６条第３項の規定は部会長の職務について、前条の規定は部会の会議について、それぞれ

準用する。この場合において、第６条第３項及び前条第１項「会長」とあるのは「部会長」と、

第６条第３項及び前条中「子育て会議」とあるのは「部会」と、同条第２項及び第３項中「委

員」とあるのは「部会の委員」と読み替えるものとする。 

 （関係者の出席等） 

第９条 会長又は部会長は、それぞれ子育て会議又は部会において必要があると認めるときは、

関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めるこ

とができる。 

 （庶務） 

第10条 子育て会議の庶務は、子育て支援担当課において処理する。 

 （委任） 

第11条 この条例に定めるもののほか、子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子育て会

議に諮って定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成25年７月１日から施行する。 

 （今治市執行機関の附属機関設置条例の一部改正） 

２ 今治市執行機関の附属機関設置条例（平成17年今治市条例第17号）の一部を次のように改正

する。 

  別表市長の部今治市次世代育成支援対策地域協議会の項を削る。 

 



























































































































 

 

 

 

今治市 子ども・子育て支援事業におけるニーズ調査（案） 
 

調査ご協力のお願い 

皆様には、日頃から市政の各般にわたりご理解とご協力をたまわり、誠にありがとうございます。 

平成24年８月、国において「子ども・子育て関連3法」が成立し、平成27年度から「子ども・子

育て支援新制度」がスタートすることになりました。 

今治市においても、平成17年度からの今治市次世代育成支援地域行動計画に続き、子ども・子育

て支援法に基づく「子ども・子育て支援事業計画」を策定することになりました。新たな計画の策定

に向け、市民の皆様の子育て支援に関する生活実態、ご要望・ご意見などを把握し、計画に反映する

べく「子ども・子育て支援事業におけるニーズ調査」を行います。 

ご回答いただいた調査内容は、市や国・県の子ども・子育て支援施策の検討にのみ利用させていた

だき、回答者個人が特定されたり、個々の回答内容が他にもれたり、他の目的に利用されたりするこ

とは一切ございません。 

つきましては、ご多忙のこととは存じますが、調査の趣旨をご理解いただき、ご協力くださいます

ようお願い申し上げます。 

 

平成25年 月 

今治市長 菅 良二 

 

【ご記入にあたってのお願い】 

１．アンケートには、封筒のあて名のお子さんのことについてご記入ください。 
 

２．ご回答は、選択肢に○をつけてお選びいただく場合と、数字などをご記入いただく場合がご

ざいます。 
 

３．選択肢の場合、お選びいただく数が設問によって異なりますので、注意書きにそってご回答

ください。また「その他」をお選びいただいた場合は、その後にある枠内に具体的な内容を

ご記入ください。 
 

４．数字で時間（時刻）をご記入いただく場合は、24時間制（例：午後６時→18時）でご記入

ください。なお、8：30などの場合は、８時とするなど時間を切り下げてご記入ください。 
 

５．設問によってご回答いただく方が限られる場合がございますので、説明書きや矢印にそって

ご回答ください。 
 

６．ご記入が済みましたら、お手数ですが、同封の返信用封筒に入れて 月 日（ ）までに

ご投函ください。 
 

７．ご回答いただく上でご丌明な点、調査に関するお問い合わせは、下記までお願い致します。 
 

【お問い合わせ先】 今治市 健康福祉部 子育て支援課 

ＴＥＬ ０８９８－３６－１５２９（直通） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（用語の定義） 

この調査票における用語の定義は以下のとおり 
 

・幼稚園：３～５歳児に対して学校教育を行う施設（通常の就園時間の利用） 

・幼稚園の預かり保育：通常の就園時間を延長して預かる事業のうち定期的な利用のみ 

・認可保育所：国が定める最低基準に適合した施設で都道府県知事の認可を受けたもの  

・認定こども園：１つの施設の中に幼稚園と保育所がある、都道府県知事から認定を受けた施設 

・ファミリー・サポート・センター：子育てに手助けが必要な方々の支援のため、「手伝いをしてほしい

人」と「お手伝いをしたい人」が会員としてお互いに助け合う事業 

・家庭的保育：保育者の家庭等で子どもを保育する事業 

・事業所内保育施設：企業が主に従業員用に運営する施設 

・自治体の認証・認定保育施設：認可保育所ではないが、自治体が認証・認定した施設 

・居宅訪問型保育：ベビーシッターのような保育者が子どもの家庭で保育する事業 

・地域子育て支援拠点事業：親子が集まって過ごしたり、相談をしたり、情報提供を受けたりする事業 

・放課後子ども教室：地域の方々の協力を得て、放課後や週末に小学校や公民館で学習・スポーツ・

文化芸術活動などを体験する取り組み 

・放課後児童クラブ（学童保育）：保護者が就労等により昼間家庭にいない場合などに、指導員の下、

子どもの生活の場を提供するもの 

・育児休業給付：子どもが原則１歳（保育所における保育の実施が行われないなど一定の要件を満た

す場合は１歳６月）になるまで育児休業給付金が支給される仕組み 

・保険料免除：子どもが満３歳になるまでの育児休業等の期間において、健康保険及び厚生年金保

険の保険料が免除になる仕組み 

・小規模な保育施設：国が定める最低基準に適合した施設で市の認可を受けた定員概ね６～19人のもの 

・ショートステイ：児童養護施設等で一定期間子どもを保護する事業 

・一時預かり：私用など理由を問わずに保育所などで一時的に子どもを保育する事業 

 

「今治市子ども・子育て支援事業計画」 

【５か年計画】 
 
幼児期の学校教育・保育や地域の子育て支援について 

・「量の見込み（現在の利用状況＋利用希望）」 

・「確保方策（確保の内容＋実施時期）」       を記載 

アンケート調査等により、子育て家庭の子育て
支援の利用状況や利用希望等を把握 

計画に基づいて整備 

調査によって把握した利用

希望などを考慮して、「今

治市子ども・子育て支援事

業計画」を策定 

子育て家庭 
調査票を送付 

回答 

今治市子ども・子育て会議 今治市 

いただいたご回答は今治市の子育て支援の充実に生かします！ 

幼稚園、保育所、 

認定こども園 

小規模保育 

家庭的保育等 

放課後児童クラブ、地域子育て支援拠点事業、

一時預かり、病児・病後児保育 等 



 

1 

 

 
 

問１ お住まいの小学校区はどこですか。（○は１つ） 

 

１．今治    ２．美須賀   ３．日吉    ４．別宮    ５．常盤    ６．近見 

７．立花    ８．鳥生    ９．城東   10．桜井    11．国分   12．富田 

13．清水    14．日高    15．乃万   16．波止浜   17．上朝   18．下朝 

19．鴨部    20．九和    21．波方   22．大西    23．亀岡   24．菊間 

25．吉海    26．宮窪    27．伯方   28．上浦    29．大三島  30．岡村 

 

問２ あて名のお子さんの生年月をご記入ください。例：平成 ２ ２年 ０ ９月生まれ 

（枠内に数字でご記入ください。数字は一枠に一字） 

 

平成 □□ 年 □□ 月生まれ 

 

問３ あて名のお子さんのきょうだいは何人いらっしゃいますか。 

あて名のお子さんを含めた人数を枠内に数字でご記入ください。 

（数字は一枠に一字）お２人以上のお子さんがいらっしゃる場合は、末子の方の生

年月をご記入ください。 

 

きょうだい数 □□ 人   末子の生年月 平成 □□ 年 □□ 月生まれ 

 

問４ この調査票にご回答いただく方はどなたですか。 

あて名のお子さんからみた関係でお答えください。（○は１つ） 

 

１．母親 ２．父親 ３．その他（       ） 

 

問５ この調査票にご回答いただいている方の配偶関係についてお答えください。（○は１つ） 

 

１．配偶者がいる             ２．配偶者はいない 

 

問６ あて名のお子さんの子育て（教育を含む）を主に行っている方はどなたですか。 

お子さんからみた関係でお答えください。（○は１つ） 

 

１．父母ともに     ２．主に母親     ３．主に父親     ４．主に祖父母 

５．その他（      ） 

 
 

あて名のお子さんとご家族の状況についてお伺いします 
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問７ あて名のお子さんの子育て（教育を含む）に日常的に関わっている方はどなた（施設）

ですか。お子さんからみた関係でお答えください。（○はいくつでも） 

 

 １．父母ともに   ２．母親   ３．父親   ４．祖父母   ５．幼稚園 

６．保育所     ７．認定こども園      ８．その他（      ） 

 

問８ あて名のお子さんの子育て（教育を含む）に、もっとも影響すると思われる環境につ

いてお答えください。（○はいくつでも） 

 

 １．家庭   ２．地域   ３．幼稚園   ４．保育所   ５．認定こども園 

 ６．その他（         ） 

 

問９ 日頃、あて名のお子さんをみてもらえる親族・知人はいますか。（○はいくつでも） 

 

  １．日常的に祖父母等の親族にみてもらえる               

  ２．緊急時もしくは用事の際には祖父母等の親族にみてもらえる      

  ３．日常的に子どもをみてもらえる友人・知人がいる           

  ４．緊急時もしくは用事の際には子どもをみてもらえる友人・知人がいる  

  ５．いずれもいない                          

 

問９-１ 問９で「１」または「２」に○をつけた方にお伺いします。 

祖父母等の親族にお子さんをみてもらっている状況についてお答えください。 

（○はいくつでも） 

 

１．祖父母等の親族の身体的・精神的な負担や時間的制約を心配することなく、安心して 

子どもをみてもらえる 

２．祖父母等の親族の身体的負担が大きく心配である 

３．祖父母等の親族の時間的制約や精神的な負担が大きく心配である 

４．自分たち親の立場として、負担をかけていることが心苦しい 

５．子どもの教育や発達にとってふさわしい環境であるか、尐し丌安がある 

６．その他（                       ）             

⇒問10へ 

問９-２ 問９で「３」または「４」に○をつけた方にお伺いします。 

友人・知人にお子さんをみてもらっている状況についてお答えください。 

（○はいくつでも） 
 

１．友人・知人の身体的・精神的な負担や時間的制約を心配することなく、安心して子どもを 

みてもらえる 

２．友人・知人の身体的負担が大きく心配である 

３．友人・知人の時間的制約や精神的な負担が大きく心配である 

４．自分たち親の立場として、負担をかけていることが心苦しい 

５．子どもの教育や発達にとってふさわしい環境であるか、尐し丌安がある 

６．その他（                       ） 

子どもの育ちをめぐる環境についてお伺いします 

⇒ 問９-１へ 

⇒ 問９-１へ 

⇒ 問９-２へ 

⇒ 問９-２へ 

⇒ 問10へ 
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問10 あて名のお子さんの子育て（教育を含む）をする上で、気軽に相談できる人はいますか。 

また、相談できる場所はありますか。（○は１つ） 

 

１．いる／ある  ⇒ 問10-１へ          ２．いない／ない  ⇒ 問11へ 

 

問10-１   問10で「１．いる／ある」に○をつけた方にお伺いします。 

     お子さんの子育て（教育を含む）に関して、気軽に相談できる先は、誰（どこ）ですか。

（○はいくつでも） 

 

１．祖父母等の親族  

３．近所の人  

 

５．保健所・保健センター  

７．幼稚園教諭 

９．かかりつけの医師  

11．その他 【例】ベビーシッター 

 

 

２．友人や知人  

４．子育て支援施設（地域子育て支援拠点事業、 

児童館等）・ＮＰＯ 

６．保育士 

８．民生委員・児童委員  

10．自治体の子育て関連担当窓口  

 

問11 子育て（教育を含む）をする上で、周囲（身近な人、行政担当者など）からどのようなサポ

ートがあればよいとお考えでしょうか。次のそれぞれの時期において、ご自由にお書きくだ

さい。 

 

時期 具体的な内容 

妊娠中  

出産後  

乳幼児期  

学童期  
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問12 あて名のお子さんの保護者の現在の就労状況（自営業、家族従事者含む）をお伺いし

ます。就労している方は、１週当たりの「就労日数」、１日当たりの「就労時間（残

業時間を含む）」「家を出る時間と帰宅時間」を枠内に数字でご記入ください。 

（数字は一枠に一字） 

時間は、必ず （例）８時～18時のように、24時間制でお答えください。８：30などの場合

は８時とするなど、時間を切り下げてお答えください。 

産休・育休・介護休業中の方は、休業に入る前の状況についてお答えください。 

※日数や時間が一定でない方は、主な日数・時間を記入してください。 

 

※フルタイム…１週５日程度・１日８時間程度の就労 

パート・アルバイト…フルタイム以外の就労 

（１）母親【父子家庭の場合、記入は丌要です】 （○は１つ）   

選択肢 内容 １週当たり １日当たり 家を出る時間 帰宅時間 

１ フルタイム  □日 □□時間 □□時 □□時 

２ 
フルタイム 

【産休・育休・介護休業中である】 
□日 □□時間 □□時 □□時 

３ パート・アルバイト等 □日 □□時間 □□時 □□時 

４ 
パート・アルバイト等 

【産休・育休・介護休業中である】 
□日 □□時間 □□時 □□時 

５ 
以前は就労していたが、 

現在は就労していない  

 
６ これまで就労したことがない 

 

（２）父親【母子家庭の場合、記入は丌要です】（○は１つ）   

選択肢 内容 １週当たり １日当たり 家を出る時間 帰宅時間 

１ フルタイム  □日 □□時間 □□時 □□時 

２ 
フルタイム 

【育休・介護休業中である】 
□日 □□時間 □□時 □□時 

３ パート・アルバイト等 □日 □□時間 □□時 □□時 

４ 
パート・アルバイト等 

【育休・介護休業中である】 
□日 □□時間 □□時 □□時 

５ 
以前は就労していたが、 

現在は就労していない  

 
６ これまで就労したことがない 

 

あて名のお子さんの保護者の就労状況についてお伺いします 

⇒ 問14へ 

⇒ 問14へ 
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問13 問12の（１）（２）で「３」「４」（パート・アルバイト等）に○をつけた方にお伺いします。 

該当しない方は問14へお進みください。 

   フルタイムへの転換希望はありますか。（○は１つ） 

 

（１）母親【父子家庭の場合、記入は丌要です】 

 １．フルタイムへの転換希望があり、実現できる見込みがある 

２．フルタイムへの転換希望はあるが、実現できる見込みはない 

３．パート・アルバイト等（「フルタイム」以外）の就労を続けることを希望 

４．パート・アルバイト等（「フルタイム」以外）をやめて子育てや家事に専念したい 

 

（２）父親【母子家庭の場合、記入は丌要です】 

 １．フルタイムへの転換希望があり、実現できる見込みがある 

２．フルタイムへの転換希望はあるが、実現できる見込みはない 

３．パート・アルバイト等（「フルタイム」以外）の就労を続けることを希望 

４．パート・アルバイト等（「フルタイム」以外）をやめて子育てや家事に専念したい 
 

 

問14 問12の（１）（２）で「５ 以前は就労していたが、現在は就労していない」または「６ これまで就

労したことがない」に○をつけた方にお伺いします。該当しない方は問15へお進みください。 

就労したいという希望はありますか。（当てはまる番号・記号それぞれ○は１つ） 

該当する枠内には数字をご記入ください。（数字は一枠に一字） 

 

（１）母親【父子家庭の場合、記入は丌要です】 

１．子育てや家事などに専念したい（就労の予定はない）             

２．１年より先、一番下の子どもが □□歳になったころに就労したい   

３．すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい 

  →希望する就労形態   ア．フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労） 

イ．パートタイム、アルバイト等（「ア」以外） 

                →１週当たり □日    １日当たり □□時間 

 

（２）父親【母子家庭の場合、記入は丌要です】 

１．子育てや家事などに専念したい（就労の予定はない）             

２．１年より先、一番下の子どもが □□歳になったころに就労したい   

３．すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい 

  →希望する就労形態   ア．フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労） 

イ．パートタイム、アルバイト等（「ア」以外） 

                →１週当たり □日    １日当たり □□時間 
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問15 母親の皆様すべてにお伺いします。父子家庭の方は問16にお進みください。 

あて名のお子さんの出産前後（前後それぞれ１年以内）に離職をしましたか。（○は１つ） 

 

 １．離職した 

 ２．継続的に働いていた（転職・育休も含む） 

 ３．出産１年以前にすでに働いていなかった 

⇒ 問15-１へ 

⇒ 問16へ 

⇒ 問16へ 

 

問15-１ 問15で「１．離職した」に○をつけた方にお伺いします。 

仕事と家庭の両立を支援する教育・保育の事業や環境が整っていたら、就労を継続しましたか。

（○は１つ） 
 

１．教育・保育の事業が確実に利用できる見込みがあれば、継続して就労していた 

２．職場において育児休業制度等の仕事と家庭の両立支援制度が整い、働き続けやすい

環境が整っていれば、継続して就労していた 

３．教育・保育の事業と職場の両立支援環境がどちらも整っていれば、継続して就労していた 

４．配偶者の育児・家事への協力が得られれば、継続して就労していた 

５．働くことに家族や親族の理解が得られれば、継続して就労していた 

６．制度や環境に関係なく、自発的にやめた 

７．その他（                                   ） 

 

 
 
※ここでいう「定期的な教育・保育の事業」とは、月単位で定期的に利用している事業を指します。具体
的には、幼稚園や保育所など、問16-１に示した事業が含まれます。 

 

問16 あて名のお子さんは現在、幼稚園や保育所などの「定期的な教育・保育の事業」を利

用されていますか。（○は１つ） 

 

１．利用している  ⇒ 問16-１へ       ２．利用していない  ⇒ 問16-5へ 

 

問16-１ 問16-１～問16-４は、問16で「１．利用している」に○をつけた方にお伺いします。 

あて名のお子さんは、平日どのような教育・保育の事業を利用していますか。 

年間を通じて「定期的に」利用している事業をお答えください。（○はいくつでも） 

 

 １．幼稚園                 ２．幼稚園の預かり保育 

           

 ３．認可保育所               ４．認定こども園  

   

 ５．家庭的保育               ６．事業所内保育施設  

   

 ７．自治体の認証・認定保育施設       ８．その他の認可外の保育施設 

  

 ９．居宅訪問型保育             10．ファミリー・サポート・センター 

    

11．その他（              ） 

あて名のお子さんの平日の定期的な教育・保育事業の利用についてお伺いします 
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問16-２ 平日に定期的に利用している教育・保育の事業について、どのくらい利用していま

すか。また、希望としてはどのくらい利用したいですか。 

１週当たり何日、１日当たり何時間（何時から何時まで）かを、枠内に具体的な数

字でご記入ください。（数字は一枠に一字） 

時間は、必ず（例）９時～18時のように24時間制でご記入ください。８：30などの

場合は８時とするなど、時間を切り下げてお答えください。 
 

（１）現在 

１週当たり □日 １日当たり □□時間 （ □□時 ～ □□時） 

 

（２）希望 

１週当たり □日 １日当たり □□時間 （ □□時 ～ □□時） 

 

問16-３ 現在、利用している教育・保育事業の実施場所についてお伺いします。（○は１つ） 

 

１．今治市内             ２．他の市区町村 

 

問16-４ 平日に定期的に教育・保育の事業を利用されている理由についてお伺いします。 

（○はいくつでも） 

 

１．子どもの教育や発達のため 

２．子育て（教育を含む）をしている方が現在就労している 

３．子育て（教育を含む）をしている方が就労予定がある／求職中である 

４．子育て（教育を含む）をしている方が家族・親族などを介護している 

５．子育て（教育を含む）をしている方が病気や障害がある 

６．子育て（教育を含む）をしている方が学生である 

７．その他（                                   ） 

 

問16-５ 問16で「２．利用していない」に○をつけた方にお伺いします。 

利用していない理由は何ですか。（○はいくつでも） 

 

１．（子どもの教育や発達のため、子どもの母親か父親が就労していないなどの理由で） 

利用する必要がない 

２．子どもの祖父母や親戚の人がみている 

３．近所の人や父母の友人・知人がみている 

４．利用したいが、保育・教育の事業に空きがない 

５．利用したいが、経済的な理由で事業を利用できない 

６．利用したいが、延長・夜間等の時間帯の条件が合わない 

７．利用したいが、事業の質や場所など、納得できる事業がない 

８．子どもがまだ小さいため（    歳くらいになったら利用しようと考えている） 

９．その他（                                   ） 
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問17 すべての方にお伺いします。 

現在、利用している、利用していないにかかわらず、あて名のお子さんの平日の教育・

保育の事業として、「定期的に」利用したいと考える事業をお答えください。 

（○はいくつでも）なお、これらの事業の利用には、一定の利用者負担が発生します。

認可保育所の場合、世帯収入に応じた利用料が設定されています。 

 

１．幼稚園                  ２．幼稚園の預かり保育 

   

３．認可保育所                ４．認定こども園 

   

５．小規模な保育施設             ６．家庭的保育 

   

７．事業所内保育施設             ８．自治体の認証・認定保育施設 

   

９．その他の認可外の保育施設         10．居託訪問型保育 

                          

11．ファミリー・サポート・センター      12．その他（            ） 

 

問17-１ 教育・保育の事業を利用したい場所についてお伺いします。（○は１つ） 

 

１．今治市内                      ２．他の市区町村  

 

 

 

問18 あて名のお子さんは、現在、地域子育て支援拠点事業を利用していますか。（○はいく

つでも）また、おおよその利用回数（頻度）を枠内に数字でご記入ください。 

（数字は一枠に一字） 

 

１．地域子育て支援拠点事業 

   1週当たり □□回 もしくは 1月当たり □□回程度 

２．今治市で実施している類似の事業（具体名：               ） 

   1週当たり □□回 もしくは 1月当たり □□回程度 

３．利用していない 

 

問19 問18のような地域子育て支援拠点事業について、今は利用していないが、できれば利

用したい、あるいは、利用日数を増やしたいと思いますか。（○は１つ） 

おおよその利用回数（頻度）を枠内に数字でご記入ください。（数字は一枠に一字） 

 

１．利用していないが、今後利用したい 

   1週当たり □□回 もしくは 1月当たり □□回程度 

２．すでに利用しているが、今後利用日数を増やしたい 

  1週当たり 更に □□回 もしくは 1月当たり 更に □□回程度 

 ３．新たに利用したり、利用日数を増やしたいとは思わない 

あて名のお子さんの地域の子育て支援事業の利用状況についてお伺いします 
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問20 下記の事業で知っているものや、これまでに利用したことがあるもの、今後、利用し

たいと思うものをお答えください。①～⑯の事業ごとにお答えください。 

（Ａ～Ｃのそれぞれに○は１つずつ） 

 

 Ａ Ｂ Ｃ 

知っている 
これまでに利用

したことがある 

今後利用した

い 

①保健センターのパパママ学級、離乳食講習 はい いいえ はい いいえ はい いいえ 

②保健センターの情報・相談サービス はい いいえ はい いいえ はい いいえ 

③子どもと家庭の相談（家庭相談員による相談窓口） はい いいえ はい いいえ はい いいえ 

④保育所や幼稚園の園庭等の開放 はい いいえ はい いいえ はい いいえ 

⑤教育相談 はい いいえ はい いいえ はい いいえ 

⑥わくわく子育てサロン（身近な地域における

親子の情報交換・交流の場） 
はい いいえ はい いいえ はい いいえ 

⑦マイ保育園事業（登録した保育所での体験・

情報・相談サービス） 
はい いいえ はい いいえ はい いいえ 

⑧地域子育て支援拠点事業（ばりっこ広場など８か

所：育児相談・仲間づくり・親子ふれあいの場） 
はい いいえ はい いいえ はい いいえ 

⑨子育てファミリー応援ショップ事業 はい いいえ はい いいえ はい いいえ 

⑩児童館 はい いいえ はい いいえ はい いいえ 

⑪いまばりファミリー・サポート・センター はい いいえ はい いいえ はい いいえ 

⑫バリママ子育て応援事業（市のホームページによ

る子育て応援サイト・子育て応援ガイドブック） 
はい いいえ はい いいえ はい いいえ 

⑬短期入所生活援助事業（ショートステイ） はい いいえ はい いいえ はい いいえ 

⑭子育て応援ヘルパー（乳幼児の身の回りの世

話や家事などの援助相談を行う） 
はい いいえ はい いいえ はい いいえ 

⑮子育てサークル（仲間づくり） はい いいえ はい いいえ はい いいえ 

⑯親支援プログラム事業 はい いいえ はい いいえ はい いいえ 
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問21 あて名のお子さんについて、土曜日と日曜日・祝日に、定期的な教育・保育の事業の

利用希望はありますか（一時的な利用は除きます）。（○は１つ） 

希望がある場合は、枠内に利用したい時間帯を、（例）９時～18時のように24時間制でご記

入ください。（数字は一枠に一字）８：30などの場合は８時とするなど、時間を切り下げてお

答えください。なお、これらの事業の利用には、一定の利用者負担が発生します。 

※教育・保育の事業とは、幼稚園、保育所、認可外保育施設などの事業を指しますが、

親族・知人による預かりは含みません。 
 

（１）土曜日 

１．利用する必要はない 

２．ほぼ毎週利用したい 

３．月に１～２回は利用したい 

 

利用したい時間帯 

□□時から □□時まで  

 

（２）日曜日・祝日 

１．利用する必要はない 

２．ほぼ毎週利用したい 

３．月に１～２回は利用したい 

 

利用したい時間帯 

□□時から □□時まで  

 

問21-１ 問21の（１）もしくは（２）で「３．月に１～２回は利用したい」に○をつけた方にお

伺いします。 

毎週ではなく、たまに利用したい理由は何ですか。（○はいくつでも） 
 

１．月に数回仕事が入るため      ２．平日に済ませられない用事をまとめて済ませるため 

３．親族の介護や手伝いが必要なため  ４．息抜きのため 

５．その他（            ） 

 

問22 「幼稚園」を利用されている方にお伺いします。 

あて名のお子さんについて、夏休み・冬休みなど長期の休暇期間中の教育・保育の事業の利

用を希望しますか。（○は１つ） 

希望がある場合は、利用したい時間帯を、枠内に（例）９時～18時のように24時間制でご記

入ください。（数字は一枠に一字）８：30などの場合は８時とするなど、時間を切り下げて

お答えください。なお、これらの事業の利用には、一定の利用者負担が発生します。 
 

 １．利用する必要はない               

 ２．休みの期間中、ほぼ毎日利用したい 

３．休みの期間中、週に数日利用したい 

 

問22-１ 問22で「３．休みの期間中、週に数日利用したい」に○をつけた方にお伺いします。 

毎日ではなく、たまに利用したい理由は何ですか。（○はいくつでも） 

 

 １．週に数回仕事が入るため          ２．買い物等の用事をまとめて済ませるため 

 ３．親族の介護や手伝いが必要なため      ４．息抜きのため 

 ５．その他（               ） 

  利用したい時間帯 

  □□時から □□時まで  

あて名のお子さんの土曜日・休日や長期休暇中の「定期的」な 

教育・保育事業の利用希望についてお伺いします 
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問23 平日の定期的な教育・保育の事業を利用していると答えた保護者の方（問16で「１．

利用している」に○をつけた方）にお伺いします。利用していらっしゃらない方は、

問24にお進みください。 

この１年間に、あて名のお子さんが病気やケガで通常の事業が利用できなかったことはあり

ますか。（○は１つ） 

 

１．あった ⇒ 問23-１へ         ２．なかった ⇒ 問24へ 

 

問23-１ あて名のお子さんが病気やケガで普段利用している教育・保育の事業が利用できな

かった場合に、この１年間に行った対処方法についてお答えください。 

（○はいくつでも） 

それぞれの日数も枠内に数字でご記入ください。（数字は一枠に一字） 

     （半日程度の対応の場合も１日とカウントしてください） 

 

 ア．父親が休んだ                   □□日 

 イ．母親が休んだ                   □□日 

  

 ウ．（同居者を含む）親族・知人に子どもをみてもらった □□日 

 エ．父親又は母親のうち就労していない方が子どもをみた □□日 

 オ．病児・病後児の保育を利用した           □□日 

 カ．ベビーシッターを利用した             □□日 

 キ．ファミリー・サポート・センターを利用した     □□日 

 ク．仕方なく子どもだけで留守番をさせた        □□日 

 ケ．その他（                ）    □□日 

※「キ．ファミリー・サポート・センター」には、「病児・緊急対応強化事業」による利用も含まれます。 

 

問23-１で「ア．父親が休んだ」「イ．母親が休んだ」のいずれかに回答した方にお伺いします。 

問23-２ その際、「できれば病児・病後児のための保育施設等を利用したい」と思われまし

たか。（○は１つ） 

また、日数についても枠内に数字でご記入ください。（数字は一枠に一字） 

なお、病児・病後児のための事業等の利用には、一定の利用料がかかり、利用前に

かかりつけ医の受診が必要となります。 

 

１．できれば病児・病後児保育施設等を利用したい → □□日 ⇒ 問23-3へ 

２．利用したいとは思わない                     ⇒ 問23-4へ 

 

あて名のお子さんの病気の際の対応についてお伺いします 

（平日の教育・保育を利用する方のみ） 

（「ア」「イ」を選択） 

  問23-２へ 

（「ウ」～「ケ」を選択） 

  問23-５へ 
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問23-３ 問23-２で「1．できれば病児・病後児保育施設等を利用したい」に○をつけた方にお伺い

します。 

上記の目的で子どもを預ける場合、下記のいずれの事業形態が望ましいと思われま

すか。（○はいくつでも） 

 

 １．他の施設（例：幼稚園・保育所等）に併設した施設で子どもを保育する事業 

 ２．小児科に併設した施設で子どもを預かる事業 

 ３．地域住民等が子育て家庭等の身近な場所で保育する事業（例：ファミリー・サポート・センター等） 

 ４．その他（                              ） 

 

 

問23-４ 問23-２で「２．利用したいとは思わない」に○をつけた方にお伺いします。 

そう思われる理由についてお答えください。（○はいくつでも） 

 

 １．病児・病後児を他人にみてもらうのは丌安    ２．地域の事業の質に丌安がある  

 ３．地域の事業の利便性（立地や利用可能時間    ４．利用料がかかる・高い 

日数など）がよくない  

 ５．利用料がわからない              ６．親が仕事を休んで対応する  

 ７．その他（                ） 

  

 

問23-１で「ウ」から「ケ」のいずれかに回答した方にお伺いします。 

問23-５ その際、できれば父母のいずれかが仕事を休んでお子さんをみたいと思われましたか。 

（○は１つ）また、「ウ」から「ケ」の日数のうち仕事を休んでお子さんをみたかった日数

についても枠内に数字でご記入ください。（数字は一枠に一字） 

 

 １．できれば仕事を休んで子どもをみたい → □□日  

 ２．休んで子どもをみることは非常に難しい         

 

問23-６ 問23-５で「２．休んで子どもをみることは非常に難しい」に○をつけた方にお伺いします。 

そう思われる理由についてお答えください。（○はいくつでも） 

 

 １．子どもの看護を理由に休みがとれない    ２．自営業なので休めない 

 ３．休暇日数が足りないので休めない      ４．その他（              ） 

 

⇒問24へ 

⇒問24へ 

⇒ 問24へ 

⇒ 問23-6へ 
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問24 あて名のお子さんについて、日中の保育や病気のため以外に、私用、親の通院、丌定期の就

労等の目的で丌定期に利用している事業はありますか。（○はいくつでも） 

ある場合は、１年間の利用日数（おおよそ）も枠内に数字でご記入ください。 

（数字は一枠に一字） 

 

問24で「６．利用していない」と回答した方にお伺いします。 

問24-１ 現在利用していない理由は何ですか。（○はいくつでも） 

 

 １．特に利用する必要がない          ２．利用したい事業が地域にない 

 ３．地域の事業の質に丌安がある        ４．地域の事業の利便性（立地や利用可能 

時間・日数など）がよくない 

 ５．利用料がかかる・高い           ６．利用料がわからない 

 ７．自分が事業の対象者になるのかどうかわからない ８．事業の利用方法（手続き等）がわからない 

 ９．その他（              ） 

 

問25 あて名のお子さんについて、私用、親の通院、丌定期の就労等の目的で、年間何日く

らい事業を利用する必要があると思いますか。 

利用希望の有無について当てはまる番号１つに○・記号すべてに○をつけ、利用した

い日数の合計と、目的別の内訳の日数を枠内に数字でご記入ください。 

（数字は一枠に一字）なお、事業の利用にあたっては、一定の利用料がかかります。 

 

 １．利用したい → 計 □□ 日      

     （目的）      

ア．私用（買物、子ども（兄弟姉妹を含む）や親の  □□ 日 

習い事等）、リフレッシュ目的         

      イ．冠婚葬祭、学校行事、子ども（兄弟姉妹を含む） □□ 日 

や親の通院 等                 

ウ．丌定期の就労                 □□ 日 

      エ．その他（              ）    □□ 日 

２．利用する必要はない 

 １．一時預かり                      □□ 日 

 ２．幼稚園の預かり保育                  □□ 日 

 ３．ファミリー・サポート・センター            □□ 日 

 ４．ベビーシッター                    □□ 日 

 ５．その他（             ）         □□ 日 

 ６．利用していない    ⇒ 問24-1へ 

あて名のお子さんの不定期の教育・保育の事業や宿泊を 

伴う一時預かり等の利用についてお伺いします 

問25へ 

問25-1へ 

⇒ 問26へ 
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問25-１ 問25で「１．利用したい」に○をつけた方にお伺いします。 

問25の目的でお子さんを預ける場合、下記のいずれの事業形態が望ましいと思われますか。 

（○はいくつでも） 

 

 １．大規模施設で子どもを保育する事業（例：幼稚園・保育所等） 

 ２．小規模施設で子どもを保育する事業（例：地域子育て支援拠点等） 

 ３．地域住民等が子育て家庭等の近くの場所で保育する事業（例：ファミリー・サポート・センター等） 

 ４．その他（              ） 

 

問26 この１年間に、保護者の用事（冠婚葬祭、保護者・家族の病気など）により、あて名のお

子さんを泊りがけで家族以外にみてもらわなければならないことはありましたか。 

（預け先が見つからなかった場合も含みます） 

あった場合は、この１年間の対処方法として当てはまる番号１つに○・記号すべてに

○をつけ、それぞれの日数も枠内に数字でご記入ください。（数字は一枠に一字） 

 

１．あった       

     （対処方法）      

ア．（同居者を含む）親族・知人にみてもらった      

     イ．短期入所生活援助事業（ショートステイ）を利用した  

ウ．イ以外の保育の事業（認可外保育施設、ベビーシッター等） 

を利用した                     

     エ．仕方なく子どもを同行させた             

     オ．仕方なく子どもだけで留守番をさせた         

     カ．その他（                  ）   

２．なかった 

 

 

 

問26-１ その場合、頼みやすかったですか。（○は１つ） 

 

 1．とても頼みにくい     2．どちらかというと頼みにくい     3．頼みやすい 

 

⇒ 問26-1へ □□泊 

□□泊 

□□泊 

 

□□泊 

□□泊 

□□泊 

問26で「１．あった ア．（同居者を含む）親族・知人にみてもらった」と答えた方にお伺いします。 

       ⇒ア以外を選択した方は問27へ 
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                                 ⇒ ５歳未満の方は、問31へ 
 

問27 あて名のお子さんについて、小学校低学年（１～３年生）のうちは、放課後（平日の小学校

終了後）の時間をどのような場所で過ごさせたいと思いますか。（○はいくつでも） 

それぞれ希望する週当たり日数を枠内に数字でご記入ください。 

また、「放課後児童クラブ」の場合には、利用を希望する時間も枠内に数字でご記入ください。

時間は必ず（例）18時のように24時間制でご記入ください。（数字は一枠に一字）17：30など

の場合は17時とするなど、時間を切り下げてお答えください。 
 

 １．自宅                週 □ 日くらい 

 ２．祖父母宅や友人・知人宅       週 □ 日くらい 

 ３．習い事               週 □ 日くらい 

（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など）     

 ４．児童館 ※             週 □ 日くらい 

 ５．放課後子ども教室           週 □ 日くらい 

 ６．放課後児童クラブ〔学童保育〕    週 □ 日くらい  → 下校時から□□時まで 

 ７．ファミリー・サポート・センター   週 □ 日くらい 

８．その他（公民館、公園など）     週 □ 日くらい 

※ 児童館で行う放課後児童クラブの利用を希望する場合は「６」に回答 

 

問28 あて名のお子さんについて、小学校高学年（４～６年生）になったら、放課後（平日の小学

校終了後）の時間をどのような場所で過ごさせたいと思いますか。（○はいくつでも） 

それぞれの週当たり日数を枠内に数字でご記入ください。 

また、「放課後児童クラブ」の場合には、利用を希望する時間も枠内に数字でご記入くださ

い。時間は必ず（例）18時のように24時間制でご記入ください。（数字は一枠に一字） 

17：30などの場合は17時とするなど、時間を切り下げてお答えください。 

※だいぶ先のことになりますが、現在お持ちのイメージでお答えください。 

 

 １．自宅                週 □ 日くらい 

 ２．祖父母宅や友人・知人宅       週 □ 日くらい 

 ３．習い事               週 □ 日くらい 

（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など）     

 ４．児童館 ※             週 □ 日くらい 

 ５．放課後子ども教室          週 □ 日くらい 

 ６．放課後児童クラブ〔学童保育〕    週 □ 日くらい → 下校時から□□時まで 

 ７．ファミリー・サポート・センター   週 □ 日くらい 

８．その他（公民館、公園など）     週 □ 日くらい 

※ 児童館で行う放課後児童クラブの利用を希望する場合は「６」に回答 

あて名のお子さんが５歳以上である方に、小学校就学後の 
放課後の過ごし方についてお伺いします 
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問29 問27または問28で「6．放課後児童クラブ（学童保育）」に○をつけた方にお伺いします。 

あて名のお子さんについて、土曜日と日曜日・祝日に、放課後児童クラブの利用希望はあり

ますか。事業の利用には、一定の利用料がかかります。 

（１）（２）それぞれについてお答えください。（○は１つ）また、利用したい時間帯を、

枠内に（例）９時～18時のように24時間制でご記入ください。（数字は一枠に一字） 

８：30などの場合は８時とするなど、時間を切り下げてお答えください。 

  

（１）土曜日 

 １．低学年（１～３年生）の間は利用したい 

 ２．高学年（４～６年生）になっても利用したい 

 ３．利用する必要はない 

 

（２）日曜日・祝日 

 １．低学年（１～３年生）の間は利用したい 

 ２．高学年（４～６年生）になっても利用したい 

 ３．利用する必要はない 

 

問30 あて名のお子さんについて、お子さんの夏休み・冬休みなどの長期の休暇期間中の放課後児童ク

ラブの利用希望はありますか。事業の利用には、一定の利用料がかかります。（○は１つ） 

また利用したい時間帯を、枠内に（例）９時～18時のように24時間制でご記入ください。 

（数字は一枠に一字）８：30などの場合は８時とするなど、時間を切り下げてお答えください。 

 

 １．低学年（１～３年生）の間は利用したい 

 ２．高学年（４～６年生）になっても利用したい 

 ３．利用する必要はない 

 

 利用したい時間帯 

 □□時から □□時まで  

 利用したい時間帯 

 □□時から □□時まで  

  

 利用したい時間帯 

 □□時から □□時まで    

ここまでご記入ありがとうご

ざいます。もう尐しだけありま

すので、引き続きご協力お願い

します。 
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問31 あて名のお子さんが生まれた時、父母のいずれかもしくは双方が育児休業を取得しま

したか。母親、父親それぞれについてお答えください。（○は１つ） 

また、取得していない方はその理由をご記入ください。 
 

母親【父子家庭の場合、記入は丌要です】 父親【母子家庭の場合、記入は丌要です】 

１．働いていなかった 

２．取得した（取得中である） 

３．取得していない  

  ⇒ 取得していない理由（下から番号を選んで 

ご記入ください）（いくつでも） 

 

 

１．働いていなかった            

２．取得した（取得中である） 

３．取得していない 

  ⇒ 取得していない理由（下から番号を選んで 

 ご記入ください）（いくつでも） 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

問31-１ 育児休業給付の仕組みや、育児休業等の期間に健康保険及び厚生年金保険の保険料が免除

になる仕組みがありますが、そのことをご存じでしたか。（○は１つ） 

 

１．育児休業給付、保険料免除のいずれも知っていた 

２．育児休業給付のみ知っていた 

３．保険料免除のみ知っていた 

 ４．育児休業給付、保険料免除のいずれも知らなかった

すべての方に、育児休業や短時間勤務制度など 
職場の両立支援制度についてお伺いします 

１．職場に育児休業を取りにくい雰囲気があった 

２．仕事が忙しかった 

３．（産休後に）仕事に早く復帰したかった 

４．仕事に戻るのが難しそうだった 

５．昇給・昇格などが遅れそうだった 

６．収入減となり、経済的に苦しくなる 

７．保育所（園）などに預けることができた 

８．配偶者が育児休業制度を利用した 

９．配偶者が無職、祖父母等の親族にみてもらえるなど、制度を利用する必要がなかった 

10．子育てや家事に専念するために退職した 

11．職場に育児休業の制度がなかった（就業規則に定めがなかった） 

12．有期雇用のため育児休業の取得要件を満たさなかった 

13．育児休業を取得できることを知らなかった 

14．産前産後の休暇（産前６週間、産後８週間）を取得できることを知らず、退職した 

15．その他（                          ） 
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問31で「２．取得した（取得中である）」と回答した方にお伺いします。              

⇒ 該当しない方は、問32へ 

問31-２ 育児休業取得後、職場に復帰しましたか。（○は１つ） 

 

（１）母親【父子家庭の場合、記入は丌要です】 

 １．育児休業取得後、職場に復帰した 

 ２．現在も育児休業中である 

 ３．育児休業中に離職した 

 

（２）父親【母子家庭の場合、記入は丌要です】 

 １．育児休業取得後、職場に復帰した 

 ２．現在も育児休業中である 

 ３．育児休業中に離職した 

 

問31-２で「１．育児休業取得後、職場に復帰した」と回答した方にお伺いします。 

問31-３ 育児休業から職場復帰したのは、年度初めの保育所入所に合わせたタイミングでし

たか。あるいはそれ以外でしたか。（○は１つ） 

※年度初めでの認可保育所入所を希望して、１月～２月頃復帰して一時的に認可外

保育所に入所した場合なども「１」に当てはまります。 

また、年度初めでの入所を希望して復帰したが、実際には希望する保育所に入所できなか

ったという場合も「１」を選択してください。 

 

（１）母親【父子家庭の場合、記入は丌要です】 

１．年度初めの入所に合わせたタイミングだった             ２．それ以外だった 

 

（２）父親【母子家庭の場合、記入は丌要です】 

１．年度初めの入所に合わせたタイミングだった             ２．それ以外だった 

 

問31-４ 育児休業からは「実際」にお子さんが何歳何か月のときに職場復帰しましたか。 

また、お勤め先の育児休業の制度の期間内で、何歳何か月のときまで取りたかった

ですか。枠内に数字でご記入ください。（数字は一枠に一字） 

 

（１）母親【父子家庭の場合、記入は丌要です】 

実際の取得期間 □□歳 □□か月 希望 □□歳 □□か月 

     

（２）父親【母子家庭の場合、記入は丌要です】 

実際の取得期間 □□歳 □□か月 希望 □□歳 □□か月 
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問31-５ お勤め先に、育児のために３歳まで休暇を取得できる制度があった場合、「希望」として

はお子さんが何歳何か月のときまで取りたかったですか。 

枠内に数字でご記入ください。（数字は一枠に一字） 
 

（１）母親【父子家庭の場合、記入は丌要です】 

 □□歳 □□か月 

 

（２）父親【母子家庭の場合、記入は丌要です】 

   □□歳 □□か月 

 

問31-４で実際の復帰と希望が異なる方にお伺いします。 

問31-６ 希望の時期に職場復帰しなかった理由についてお伺いします。 

 

（１）「希望」より早く復帰した方（○はいくつでも） 

①母親【父子家庭の場合、記入は丌要です】 

１．希望する保育所に入るため        ２．配偶者や家族の希望があったため 

３．経済的な理由で早く復帰する必要があった ４．人事異動や業務の節目の時期に合わせるため 

５．その他（               ） 

 

②父親【母子家庭の場合、記入は丌要です】 

１．希望する保育所に入るため        ２．配偶者や家族の希望があったため 

３．経済的な理由で早く復帰する必要があった ４．人事異動や業務の節目の時期に合わせるため 

５．その他（               ） 

 

（２）「希望」より遅く復帰した方（○はいくつでも） 

①母親【父子家庭の場合、記入は丌要です】 

 １．希望する保育所に入れなかったため   ２．自分や子どもなどの体調が思わしくなかったため 

 ３．配偶者や家族の希望があったため    ４．職場の受け入れ態勢が整っていなかったため 

 ５．子どもをみてくれる人がいなかったため ６．その他（               ） 

 

②父親【母子家庭の場合、記入は丌要です】 

 １．希望する保育所に入れなかったため   ２．自分や子どもなどの体調が思わしくなかったため 

 ３．配偶者や家族の希望があったため    ４．職場の受け入れ態勢が整っていなかったため 

 ５．子どもをみてくれる人がいなかったため ６．その他（               ） 
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問31-２で「１．育児休業取得後、職場に復帰した」と回答した方にお伺いします。 

問31-７ 育児休業からの職場復帰には、短時間勤務制度を利用しましたか。（○は１つ） 

 

（１）母親【父子家庭の場合、記入は丌要です】 

 １．利用する必要がなかった（フルタイムで働きたかった、もともと短時間勤務だった） 

 ２．利用した 

 ３．利用したかったが、利用しなかった（利用できなかった） 

 

（２）父親【母子家庭の場合、記入は丌要です】 

 １．利用する必要がなかった（フルタイムで働きたかった、もともと短時間勤務だった） 

 ２．利用した 

 ３．利用したかったが、利用しなかった（利用できなかった） 

 

  
 

問31-８ 短時間勤務制度を利用しなかった（利用できなかった）理由は何ですか。（○はいくつでも） 

 

（１）母親【父子家庭の場合、記入は丌要です】 

  １．職場に短時間勤務制度を取りにくい雰囲気があった 

２．仕事が忙しかった 

３．短時間勤務にすると給不が減額される 

４．短時間勤務にすると保育所の入所申請の優先順位が下がる 

５．配偶者が育児休業制度や短時間勤務制度を利用した 

６．配偶者が無職、祖父母等の親族にみてもらえるなど、子どもをみてくれる人がいた 

７．子育てや家事に専念するため退職した 

８．職場に短時間勤務制度がなかった（就業規則に定めがなかった） 

９．短時間勤務制度を利用できることを知らなかった 

10．その他（                              ） 

 

（２）父親【母子家庭の場合、記入は丌要です】 

  １．職場に短時間勤務制度を取りにくい雰囲気があった 

２．仕事が忙しかった 

３．短時間勤務にすると給不が減額される 

４．短時間勤務にすると保育所の入所申請の優先順位が下がる 

５．配偶者が育児休業制度や短時間勤務制度を利用した 

６．配偶者が無職、祖父母等の親族にみてもらえるなど、子どもをみてくれる人がいた 

７．子育てや家事に専念するため退職した 

８．職場に短時間勤務制度がなかった（就業規則に定めがなかった） 

９．短時間勤務制度を利用できることを知らなかった 

10．その他（                              ） 

問 31-７で「３．利用したかったが、利用しなかった（利用できなかった）」と回答した方にお伺いします。 
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問31-２で「２．現在も育児休業中である」と回答した方にお伺いします。 

問31-９ あて名のお子さんが１歳になったときに必ず利用できる事業があれば、１歳になる

まで育児休業を取得しますか。 

または、預けられる事業があっても１歳になる前に復帰しますか。（○は１つ） 

 

（１）母親【父子家庭の場合、記入は丌要です】 

 １．１歳になるまで育児休業を取得したい        ２．１歳になる前に復帰したい 

 

（２）父親【母子家庭の場合、記入は丌要です】 

 １．１歳になるまで育児休業を取得したい        ２．１歳になる前に復帰したい 

 

 

 
 

問32 あなたは、子育てに関して丌安や負担などを感じていますか。（○は１つ） 

 

１．非常に丌安や負担を感じる 

２．なんとなく丌安や負担を感じる  

３．あまり丌安や負担などは感じない 

４．全く感じない 

５．なんともいえない 

６．その他（                             ） 

 

問33 あなたは、子育てをしていて良かったことや喜びを感じたことはありますか。 

（○はいくつでも） 

 

 

問34 あなたは、子育てサークルなど自主的な活動に参加していますか。（○は１つ） 

 

１．現在参加している                           

２．現在参加していないが今後機会があれば参加したい              

３．現在参加しておらず今後も参加するつもりはない               

 

１．子どもとの交流が楽しい 

３．子どもの成長を通して人間関係が広がる 

５．家庭の中が明るくなる  

７．孤独感を感じることがない 

９．特にない 

２．子どもの成長をみるのが喜びである 

４．人間的に成長できる  

６．夫婦や家族のきずなが強くなる 

８．その他（              ）  

 

子育て全般についてお伺いします 
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問35 あて名のお子さんとの外出の際、困ること・今までに困ったことは何ですか。 

（○はいくつでも） 

 

１．自動車の通行が多いにもかかわらず歩道や信号がない道路が多いので心配 

２．歩道の段差などがベビーカーや自転車での通行の妨げになっている 

３．交通機関や建物がベビーカーでの移動に配慮されていない 

４．トイレがオムツ替えや親子での利用に配慮されていない 

５．授乳する場所や必要な設備がない 

６．小さな子どもとの食事に配慮された場所（店）が尐ない 

７．買い物や用事等の合間の気分転換に子どもを遊ばせる場所がない 

８．緑や広い歩道が尐ないなどまちなみにゆとりとうるおいがない 

９．周囲の人が子ども連れを迷惑そうにみる 

10．荷物や子どもに手をとられて困っているときに手を貸してくれる人が尐ない 

11．その他（                                ） 

12．特にない 

 

問36 お住まいの地域における子どもの遊び場に関して満足していますか。（○は１つ） 

 

１．満足している                ２．満足していない 

３．どちらとも思わない             ４．わからない 

 

子育てを支援する生活環境の整備についてお伺いします 
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問37 お住まいの地域の子どもの遊び場について日頃感じることは何ですか。（○はいくつでも） 

 

１．近くに遊び場がない 

２．雤の日に遊べる場所がない 

３．思い切り遊ぶための十分な広さがない 

４．遊具などの種類が充実していない 

５．丌衛生である 

６．いつも閑散としていて寂しい感じがする 

７．遊具などの設備が古くて危険である 

８．緑や水辺など子どもが自然にふれあう場が尐ない 

９．遊び場やその周辺の環境が悪くて安心して遊べない 

10．公園など遊び場のトイレがオムツ替えや親子での利用に配慮されていない 

11．遊び場周辺の道路が危険である 

12．遊び場に行っても子どもと同じ歳くらいの遊び仲間がいない 

13．その他（                               ） 

14．特にない 

 

 

 

問38 １日当たりの子どもと一緒に過ごす時間はどのくらいですか。枠内に数字でご記入く

ださい。（１週間の平均的な時間をお答えください。数字は一枠に一字） 

また、その時間は十分だと思いますか。（○は１つ） 

 

（１）母親【父子家庭の場合、記入は丌要です】 

子どもと一緒に過ごす時間  □□ 時間 

１．十分だと思う                 ２．まあまあ十分だと思う 

３．あまり十分だと思わない            ４．丌十分だと思う 

５．わからない 

 

（２）父親【母子家庭の場合、記入は丌要です】 

子どもと一緒に過ごす時間  □□ 時間 

１．十分だと思う                 ２．まあまあ十分だと思う 

３．あまり十分だと思わない            ４．丌十分だと思う 

５．わからない 

 

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）についてお伺いします 
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問39 １日当たりの家事を何時間くらいしますか。枠内に数字でご記入ください。 

（１週間の平均的な時間をお答えください。数字は一枠に一字） 

 

（１）母親【父子家庭の場合、記入は丌要です】 

  □□ 時間 

 

（２）父親【母子家庭の場合、記入は丌要です】 

  □□ 時間 

 

問40 配偶者との家事、育児分担に満足していますか。（○は１つ） 

父子家庭・母子家庭の場合、記入は丌要です。 

 

（１）母親 

配偶者（夫）との家事、育児分担に 

１．満足している                ２．まあまあ満足している 

３．あまり満足していない            ４．丌満だ 

５．わからない 

 

（２）父親 

配偶者（妻）との家事、育児分担に 

１．満足している                ２．まあまあ満足している 

３．あまり満足していない            ４．丌満だ 

５．わからない 

 

問41 あなたにとって、仕事と子育てを両立させる上で大変だと思うことは何ですか。 

現在仕事をされていない方は、仕事をしている場合のイメージでお答えください。（○

はいくつでも） 

 

１．残業や出張が入ること 

２．子どもや自分が病気やケガをしたときに代わりに子どもの面倒をみる人がいないこと 

３．配偶者の協力が得られないこと 

４．家族や親族の理解が得られないこと 

５．職場に子育てを支援する制度がないこと（育児休業、子どもの看護休暇、短時間勤務等） 

６．職場の理解や協力が得られないこと 

７．子どものほかに面倒をみなければならない人がいること 

８．子どもの面倒をみてくれる保育所や放課後児童クラブ等がみつからないこと 

９．子どもと接する時間が尐ないこと 

10．その他（                                   ） 

 



 

25 

 

 

問42 あなたの家庭では、仕事と生活の調和が図られていると感じますか。 

現在仕事をされていない方は、仕事をしている場合のイメージでお答えください。 

（○は１つ） 

 

１．感じる                   ２．まあまあ感じる   

３．あまり感じない               ４．感じない   

５．わからない 

 

 
 

問43  行政に対して、子育て支援の現状やあなたの子育て経験などから、どのような支援策の充実

を図って欲しいですか。（○はいくつでも） 

 

施
設
の
整
備
・
改
善 

１．親子が安心して集まれる公園等の屋外の施設を整備する 

２．親子が安心して集まれる保育所や幼稚園の園庭開放を充実する 

３．親子が安心して集まれる集いの場等の屋内の施設を整備する 

４．子連れでも安心して出かけられるよう、オムツ替えや授乳のためのスペースづくりや、 

歩道等の段差解消等の「子育てのバリアフリー化」に取り組む 

５．保育所や放課後児童クラブ等の働きながら子どもを預けられる施設を増やす 

体
制
の
整
備 

６．子育てに困ったときの相談体制を充実する 

７．子育て支援に関する情報提供を充実する 

８．安心して子どもが医療機関（小児救急など）を利用できる体制を整備する 

活
動
の
支
援 

９．子育てサークル活動への支援を充実する 

10．専業主婦など、誰でも気軽に利用できるＮＰＯや民営等による教育・保育事業の 

支援を行う 

施
策
の
充
実 

11．子育て中の親の仲間づくりや、子育ての知識や技能の取得に役立つ親子教室の開催回数 

の増加と内容の充実を図る 

12．幼稚園の保育事業（早朝、夕方の預かり保育の延長や夏休み等の預かり保育など） 

を充実する 

13．子どもの安全を確保する対策を充実する 

14．子育て講座など子育てについて学べる機会をつくる 

15．子育て世帯への経済的援助の拡充（育児休業給付、児童手当、扶養控除の拡充等） 

16．公営住宅の優先入居等、住宅面での配慮や支援に取り組む 

 

17．その他（                               ） 

18．特になし 

 

問44 今治市における子育ての環境や支援への満足度についてお答えください。（○は１つ） 

 

 満足度が低い                         満足度が高い 

 １       ２       ３        ４       ５

行政への要望についてお伺いします 
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ご協力ありがとうございました。この調査票は、  月  日（  ）までに、  

同封の返信用封筒に入れて、切手を貼らずにポストに投函してください。  

 

今治市の子育て支援に希望することや、 

子育てで困っていることなどがありましたら、自由にご記入ください 




